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問合せ　地域包括支援センター　☎０４９５-７4-1155　FAX０４９５-７4-1156

11月30日は「人生会議の日」です

　人生会議とは、もしものときに備えて「自分が望む医療や介護」について、前もって考え、家族や友人、医療・

介護の関係者と話し合い、共有しておく取り組みです。

　誰でも、大きな病気やけがで命に関わる状況になる可能性があります。 そのとき、約7割の人は医療やケア

の内容を自分で決めたり、希望を伝えたりすることができなくなると言われています。 だからこそ、自分が大

切にしていることや受けたい医療・ケアについて、信頼できる人と繰り返し話し合っておくことが大切です。

事前に考えを共有しておくことが、もしものときに望みを叶える第一歩になります。

　いま、できることから始めてみませんか。

ACP(人生会議)研修会

日時　令和８年1月１９日（月）　午後1時30分～

場所　神川町役場3階大会議室

講師　富沢医院（本庄市）院長　富沢　峰雄　医師

申込み　１月１３日（火）までに地域包括支援センターへ電話

【STEP1】

治療する際、大切にしたいことを考える

● 家族や友人のそばにいたい

● 好きなことをやり続けたい

● 家族に負担をかけたくない　など

【STEP２】

もしもの時、あなたの思いを伝えて

くれる人を選ぶ

あなたが信頼できる人です。（配偶者・

兄弟姉妹・子どもなど）

【STEP3】

かかりつけ医に、今後の経過や必

要な医療・ケアは何か聞いてみる

【STEP４】

希望する医療・ケアを話し合う

● 痛みやつらさがなければ、ケアを受けたい

● 一人にしないでほしい

● 入院するのは嫌だ　　　など

【STEP5】

書き留めておく

話し合った内容は書き留め、周囲

の人と共有しておきましょう。

※希望や思いは時間の経過や健康状態によって変化します。 何度も繰り返し考えていきましょう。

参加無料！

エンディングノート

のプレゼントもあり

ます♪

　埼玉県思いやり駐車場制度とは、障害のある方や要介護高齢者、妊

産婦の方など、歩行が困難な方や移動の際に配慮が必要な方のため

の駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正

利用を推進する制度です。 令和５年１１月から始まり今年で２年を迎

えます。

　令和７年４月からは、多胎妊産婦（双子、三つ子などの妊産婦）の方

の利用証の有効期間を延長しました。 多胎妊産婦の方で産後３年未

満の方はぜひ申請ください。

埼玉県思いやり駐車場制度（パーキング・パーミット制度）

どんな利用証があるの？

双子などの多胎妊産婦の有効期間を産後３年に延長しました

種類 車椅子使用者用 要介護高齢者 ・ 障害者等用 妊産婦 ・ けが人等用

デ
ザ
イ
ン

有
効

期
間

なし

（要件に該当しなくなるまで）
あり

区
画
の
利
用

「車椅子使用者用駐車区画」

を優先利用

「優先駐車区画」 を優先利用

「優先駐車区画」 がない駐車場では、「車椅子使用者駐車区画」

の利用も可。 （区画に余裕がある場合に限る）

駐
車
区
画
の
種
類
と
表
示
例

車椅子使用者用駐車区画

（幅員3.5メートル以上）

優先駐車区画

（幅員3.5メートル未満）
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